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第16回仁淀川流域学識者会議 

議事録 

 

令和５年３月14日（火） 

14：02～16：18 

高知河川国道事務所 

 

 

１．開会 

 

○司会（大谷副所長） 大変お待たせしました。ただ今から、始めたいと思います。 

 まず、会議に入る前にですね、皆さま方にお願いをいたします。進行の妨げにならないように

静粛にお願いいただきますとともに、携帯電話につきましては、電源をお切りになるか、マナー

モードに設定していただきますよう、お願いいたします。 

○司会（大谷副所長） 定刻となりましたので、ただ今より、第16回仁淀川流域学識者会議を開

催させていただきます。委員の皆さまには、本日は大変お忙しい中、ご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。私は、本日の司会を務めさせていただきます、国土交通省高知河川国

道事務所副所長の大谷でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議は、仁淀川流域学識者会議規約第１条２、河川整備計画策定後の点検に基づいて開

催するものです。本日は約２時間の議事を予定しております。 

 委員の皆さまにお願いがございます。本会議は公開で開催させていただいております。議事録

につきましては、規約第７条に基づき、委員の皆さまのお名前を明示して、ホームページ等に公

表いたします。どうぞ、ご理解、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。なお、公表に際し

ましては、後日、事務局から委員の皆さまの発言内容を確認させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、お手元にお配りいたしています資料の確認をさせていただきます。まず、１点目が議事

次第でございます。議事次第をめくっていただきますと、その後ろに規約、委員名簿、配席図を

ひとまとめにしております。続いて、資料１、仁淀川水系河川整備計画事業の進捗状況及び点検

結果。資料２、侵食対策（高水敷造成）の今後の進め方。資料３、仁淀川水系における流域治水

等の取り組み状況。資料４、今後の進め方。以上でございます。不足等がございましたら、お近

くの事務局スタッフまでお申し付けください。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

 初めに開会に当たりまして 高知河川国道事務所長小林よりごあいさつを申し上げます。 

○事務局（小林所長） はい、高知河川国道事務所長の小林でございます。 

 本日は年度末の大変お忙しい中、第16回仁淀川流域学識者会議にお集まりいただきまして、誠
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にありがとうございます。また、日ごろから、高知河川国道事務所ならびに高知県の事業の推進

にご協力、ご支援いただいていることを、この場を借りて、あらためて感謝申し上げます。 

 本日は、議事次第にもありますとおり、仁淀川水系河川整備計画の点検についてということで、

河川整備計画の事業の進捗状況と点検結果、それから、高水敷造成の今後の進め方についてご審

議いただく予定でございます。また、あわせまして、最近の流域治水等の取り組み状況ですとか、

今後の進め方についても、ご報告させていただこうと思っております。 

 本日は限られた時間ではありますけども、ぜひ、活発なご議論をいただければと思います。本

日はよろしくお願いいたします。 

○司会（大谷副所長） はい、ありがとうございました。 

 今回、規約の変更はございませんが、委員の交代がありましたのでご紹介します。 

 高橋委員の退任に伴い、新たに關委員をお願いしております。 

 続きまして、本日、出席いただいております委員の皆さまを、出席者の名簿の順番でご紹介さ

せていただきます。なお、時間の関係から、誠に失礼と存じますが、委員の皆さまの所属、専門

分野につきましては、省略させていただきます。委員の皆さまは、ご起立のほど、よろしくお願

いします。WEB 参加の皆さんは、映像をオンにしてご発言いただけたらと思います。 

 まず、石川愼吾委員。 

○石川（愼）委員 よろしくお願いします。 

○司会（大谷副所長） 石川妙子委員。 

○石川（妙）委員 はい、よろしくお願いします。 

○司会（大谷副所長） 一色健司委員。 

○一色委員 一色です。よろしくお願いします。 

○司会（大谷副所長） 岡田将治委員。 

○岡田委員 よろしくお願いします。 

○司会（大谷副所長） 笹原克夫委員。 

○笹原委員 笹原でございます。よろしくお願いします。 

○司会（大谷副所長） 島﨑順也委員。 

○島﨑委員 島﨑です。よろしくお願いします。 

○司会（大谷副所長） 中澤純治委員。 

○中澤委員 中澤です。よろしくお願いします。 

○司会（大谷副所長） なお、本日、佐藤委員と關委員からは、所用によりご欠席される旨の連

絡をいただいております。以上、本日は７名の委員のご出席をいただいております。 

 それでは、議事に入りたいと思いますので、ここからは進行を議長にお願いいたしたいと思い

ます。 

 それでは、笹原議長、よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

 

○笹原議長 はい、笹原でございます。 

 そうしましたら、早速、議事に入っていきたいと思います。 
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 議事次第をご覧いただきたいと思いますが、２．の議事ですね。いわゆる審議事項は（１）仁

淀川水系河川整備計画の点検について、この中に２つありますが、これが審議事項でございます。

１つ目が仁淀川水系河川整備計画、事業の進捗状況及び点検結果。これ資料の１ですね。次が、

侵食対策（高水敷造成）の今後の進め方、資料２ですね。この２つが審議ですので、これはおの

おの区切って１つずつ、事業の進捗状況及び点検結果の事務局説明の後に審議、質疑で、侵食対

策の後に質疑という形で進めていきたいと思います。その後、（２）流域治水等の取り組み状況。

そして、（３）今後の進め方。これらは、報告事項ですので、（２）、（３）まとめて事務局からご

説明いただいた後に、質疑に入りたいと思います。そんな形で、また進めていきたいと思います

ので、委員の皆さん、ご協力をお願いしたいと思います。 

 なお、いつもお願いしていることですが、ぜひ、積極的にご発言いただきたいと思います。ご

発言は簡潔にお願いしたいと思います。 

 はい、そうしましたら、これから議事に入ります。まず（１）の仁淀川水系河川整備計画の点

検についてのうち、資料１で、仁淀川水系河川整備計画、事業の進捗状況及び点検結果について、

事務局ご説明をお願いします。 

 

 （１）仁淀川水系河川整備計画の点検について 

 

   ・仁淀川水系河川整備計画 事業の進捗状況及び点検結果 

 

○事務局（上山） はい。それでは、事務局から説明させていただきます。資料はお手元に資料

１をご準備ください。また、WEB 参加の委員の方々には、画面共有をさせていただいております。 

 私、国土交通省高知河川国道事務所の上山と申します。よろしくお願いします。 

 ページめくっていただきまして、ページ１から説明させていただきます。 

 まず、１ページでございますが、こちらが今の河川整備計画に位置付けられております主な事

業を表示したものになっております。下の図中で黒塗りになっているのが事業を完了している箇

所で、赤囲みが事業中、緑が未着手の箇所となっております。主には図中左手側、下流部での河

道の掘削や侵食対策、上流部で一部築堤というのが主なメニューになっております。 

 続きまして、２ページ目のほうが、高知県の取り組みになっております。高知県では、それぞ

れの支川について河川整備を行っているところでございます。 

 続きまして、３ページでございます。それぞれのメニューにおいて主なメニューを個表で整理

しておりまして、個表でそれぞれ説明させていただきます。 

 まず。４ページ目でございます。こちらが堤防の整備ということで、無堤地区だった箇所に堤

防の整備を行っておりまして、上流の加田地区と谷地区の整備を位置付けております。加田地区

につきましては、ほぼ堤防の整備が完了しておりまして、下流端の一部を残すところとなってお

りますので、令和５年夏ごろの完成を目指して、現在進めているところでございます。谷地区に

ついては、まだ、未着手となっておりますので、今後、地元調整を行い、進めていきたいと思っ

ております。 

 続きまして、５ページでございます。５ページは堤防断面幅の拡幅というところで、計画の堤

防断面に対して、断面幅が不足している箇所について、必要な堤防断面を拡幅するといった内容
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でございます。こちらについては、下流域の用石地区というところで整備を行っておりまして、

令和２年の工事が完了して、事業は完了しております。 

 続きまして、６ページでございます。６ページは、河道の掘削等ということで、河道掘削であ

ったり樹木伐採の内容でございます。こちらも、流下能力を確保するために河道の掘削や樹木伐

採を行っているところでございまして、今、メインとしては下流域での図中左下に示しています

新居箇所であったり用石箇所をメインに掘削を行っております。現在、あわせて約60万m3ほど掘

削を行っておりまして、流下能力が目標に対して、だいたい70％まで、向上してきているという

ような状況になっております。 

 今後は、まだ、引き続き掘削を行っていくのですが、下流域では貴重な河川環境であったり、

また、感潮区間でございますので、塩水に対しての対策も必要になってきますので、そういった

とこに配慮しつつ、今後進めていきたいと考えております。 

 続きまして、７ページにつきましては、侵食対策でございます。こちらについても、局所洗掘

であったり、洪水により河岸侵食の発生に対して、必要な高水敷幅を確保したり、低水護岸や根

固めの整備を行うといったものでございます。 

 現在の状況としましては、図中左手側、下流の新居箇所については、侵食対策を完了しており

まして、今年度から鶴若箇所に着手している状況でございます。こちらにつきましては、次の議

事、侵食対策の今後の進め方というところで、この他の箇所についても、今後の進め方について、

お話させていただきたいと思っております。 

 続きまして、８ページでございます。浸透対策ということで、堤防漏水に対して安全度を上げ

ていくということで、こちらのメニューにつきましては、令和２年度までに、計画の箇所につい

ては事業を完了しております。こちらについても予定のところは完了しているのですが、今後、

出水で、例えば、被害が発生したりすることがありますと、また、点検等を行って、技術的に検

討した上で、必要なところは実施していきたいと考えております。 

 続きまして、９ページでございます。樋門の耐震化というところで、大規模地震発生後に来襲

する津波により、被害が発生する恐れがある樋門について、耐震化であったり自動化、高速化、

遠隔化の対策を実施しております。こちらにつきましても、図中に示しております樋門の箇所に

つきましては、事業が完了しているところでございます。 

 それ以外の上流のほうであったり、耐震性能が満足してない樋門がまだ残っておりますので、

そちらにつきましては、点検を行って対策を実施していきたいと考えております。 

 続きまして、10ページでございます。日下川の内水対策ということで、平成26年に発生しまし

た台風12号によって床上浸水が発生しました。それに対して、国と県と村でそれぞれ事業を行っ

て、３者協力して床上浸水の被害解消を図るといった事業を行っております。 

 内容としましては、国のほうでは、３本目となる新しい放水トンネルを建設しておりまして、

県のほうでは、日下川と戸梶川の河川改修を行っております。村のほうでも、局所的な床上浸水

が発生する家屋に対しては、個別対策として擁壁を設けております。 

 また、ソフト対策としましても、「日高村水害に強いまちづくり条例」を制定するような対策

を行っております。県につきましては、河川改修事業が完了しておりますが、国のトンネル事業

については、まだ、工事中でございます。 

 11ページ目を見ていただいて、日下川新規放水路の工事の進捗状況でございますが、放水トン
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ネル自体は完了しております。作業坑と吞口の工事が一部残っておりまして、現在、鋭意工事を

進めているところでございます。 

 12ページ目の左上の写真を見ていただいて、こちらが現在の吞口部の空中写真になっておりま

す。こちらから写真を右上、左下、右下と進んでいって、令和６年度３月末の完成予想図に向け

て工事を今、進めているところでございます。 

 続きまして、13ページでございます。宇治川の内水対策ということで、こちらも同じく平成26

年の台風12号で、宇治川沿いで甚大な床上被害が発生しておりますことを契機に、国と県と町の

ほうで、それぞれ対策を行っております。国につきましては、既設の宇治川排水機場に排水ポン

プを増設しております。県につきましては、上流、天神ヶ谷川の河川改修を行っております。い

の町につきましても、局所的な浸水対策であったり、ソフト対策として条例の制定等々、対策を

行っております。こちらの宇治川の事業につきましては、国のポンプ増設事業は完了しておりま

して、高知県が実施する河川改修については、来年度の完成を目指し、事業を推進しているとこ

ろでございます。 

 続きまして、14ページ。こちらは高知県の取り組みとして支川の河川整備でございます。波介

川の支川沿いで、長池川、火渡川、渡し上り川、末光川、それぞれ支川の河川改修を行っており

ますので、今後も引き続き、河川改修を進めていく予定となっております。 

 続きまして、15ページ目でございます。こちらも県の取り組みとして、支川の河川整備という

ことで、これは仁淀川のだいぶ上流になるのですが、柳瀬川の河川整備でございます。こちらに

つきましては、用地買収を実施しておりまして、令和５年度には仮設の設置を予定しているとこ

ろでございます。 

 続きまして、16ページです。ダムによる洪水調節ということで、大渡ダムの状況でございます。

大渡ダムにつきましては、通常の洪水調節に加えて、特別防災操作というものにも取り組んでお

りまして、平成29年の洪水であったり、平成30年の洪水において、洪水の流入ピーク後に、流入

量を大幅に抑えるといった防災操作にも取り組んでおります。 

 近年の洪水調節の実績でございますと、今年度９月の台風14号において、洪水調節を行ってお

ります。後ほど説明する事前放流というのも取り組んでいるところではございますが、大渡ダム

につきましては、令和２年から令和４年において、実施条件に当たるような洪水が起こっており

ませんので、事前放流までには至っておりません。 

 続きまして、17ページ目が事前放流の取り組みでございます。こちらにつきましては、大渡ダ

ムだけではなくて、上流高知県の桐見ダムであったり、他の利水ダムを含めて、令和２年に「仁

淀川水系治水協定」というものを締結しておりまして、それぞれのダムで雨量予測をもって、事

前放流を行うといった取り組みを行っております。 

 右下、事前放流の実施状況をまとめておりますが、令和２年の治水協定締結から実施したダム

をまとめております。大渡ダムは先ほどご説明させていただいており、対象となるような洪水が

なかったのですが、県のダムのほうでは、令和４年度に桐見ダムのほうで実施しており、利水ダ

ムにつきましては、表中のとおり、それぞれ洪水で事前放流を実施しているところでございます。 

 続きまして、18ページでございます。こちらが河川環境の配慮ということで、まずは水国調査

の状況でございます。平成２年から河川水辺の国勢調査を継続的に実施しておりまして、平成28

年度から５巡目の調査を現在実施しております。昨年度が植生環境基図の作成を行っておりまし
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て、今年度は小動物として両生類、爬虫類、哺乳類の調査を実施しております。 

 調査結果としましては、経年的な大きな変化は確認されておらず、重要種のトノサマガエルや

ニホンイシガメは、今年度も確認されたところでございます。 

 今後も引き続き、調査を実施していきまして、河川工事の際には、環境への影響に配慮しつつ、

事業を進めたいと考えております。 

 具体的な内容としまして、19ページ目でございます。河川工事における環境への配慮をした事

例としまして、いくつか載せております。１つ目が、仁淀川河口部のほうで、シオクグ入江とい

う入り江の地形を有しておりまして、干潟が形成されております。こちらでは、仁淀川の河口で

新種と確認されたウミホソチビゴミムシやシオマネキ、トビハゼなど、重要種が確認されており

ます。 

 それ以外にも、河川工事を行う箇所で希少種である植物であったり。重要種が確認されており

ますので、特に植物に関しては、コナミキやシャクといった種が確認されておりますので、こち

らは、学識者の方にもアドバイスいただきながら、移植といった対策を行って、保全に努めてい

るところでございます。 

 続きまして、20ページでございます。こちらが、もう少し詳しく記載したものになっておりま

す。上段が先ほどお話した下流河口部での河道掘削、樹木伐採のときの配慮としまして、下流の

ところにシオクグ入江という入江がございましたので、当面の対策として、こちらからは掘削範

囲の対象外として、現在掘削を行っております。 

 下段につきましては、植物の重要種の移植の資料となっております。 

 続きまして、21ページでございます。こちらは河川空間の利用、環境整備事業として、江尻地

区で行ったかわまちづくりでございます。かわまちづくりとして、関係自治体や地元住民と連携

して、仁淀川の空間的特色や歴史的特色を生かした整備をはじめ、高水敷や水際で河川の利用が

できるような、河川整備を実施していくものとしております。 

 江尻地区につきましては、国のほうで樹木伐採であったり、護岸整備といった基盤の整備を行

っておりまして、こちらの事業は完了しております。 

 日高村のほうで、現在、遊歩道だとかトイレ等の整備を行っておりまして、来年度、広場や花

壇、遊具等の整備を行って、この箇所の環境整備事業としては完了となる予定でございます。来

年度以降、完了する予定でございますので、環境整備事業としての事後評価につきましては、事

業効果が確認されましたら、事業評価を行う予定としております。 

 続きまして、22ページでございます。こちらは同じく環境整備事業として波川地区でございま

す。こちらは令和２年度に「波川地区かわまちづくり協議会」を設置して、新しく令和３年度に

「かわまちづくり計画」を新規登録いたしました。こちらも同じように環境整備を行っていく箇

所になるのですが、国のほうでは親水護岸であったり、駐車場や散策路の基盤整備を行い、その

後、いの町のほうでエントランス広場であったり、トイレであったりといった整備を行っていく

予定でございます。こちらにつきましては、今年度、早々にヒメボタルの生息が確認されており

まして、ホタルの専門家に来ていただきまして、現地視察を行っております。今後はホタルの影

響に考慮しつつ、整備を進めていきたいと考えております。 

 続きまして、23ページからは水質です。水質の経年変化として、資料を23ページ、24ページ、

25ページとまとめております。仁淀川本川につきましては、環境基準が AA 類型に指定されてお
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りまして、流入する支川につきましては、Ａ類型からＣ類型に指定されているところでございま

す。定期的な水質調査とあわせまして、地域住民の方にも水質に興味を持っていただくため、簡

易水質調査であったり、水生生物調査を行っており、住民と一体となった水質保全の取り組みを

実施しているところでございます。 

 左下図中には、毎年実施しております定期水質調査の調査地点をまとめておりまして、全部で

22地点ございますが、煩雑になりますので、環境基準点であったり、主要な調査地点を図中に示

させていただいています。 

 24ページからこれまでの経年変化をまとめさせていただいていますが、いろいろな項目調査し

ているのですが、河川の水質の指標となる BOD75％値と、濁りの指標、濁質、SS について、抜粋

してまとめています。BOD につきましては、左手側図中で、まず、仁淀川の本川ですね、上流か

ら中仁淀沈下橋、伊野の水位観測所、八田堰の流心ということで、まとめておりまして、下の段

には主要な地点を重ねて表示しております。青線が75％値を示しておりまして、縦の棒線はその

年に観測した観測値のレンジで示しております。 

 全体的な経年変化としましては、大きな事業でいきますと、昭和62年に大渡ダムが完成したり、

その後も河川整備の事業は行っているところではございますが、どちらかというと、生活排水の

対策といった取り組みのほうで、大きく影響が出ているのかなと考えております。昭和50年代ご

ろでは、かなり大きかった値も、近年は落ち着いて、ほぼ定量下限値前後の値で推移していると

いったような清涼な状態かと考えられます。 

 SS につきましても、特段問題なく低い値でずっと推移していると考えております。 

 25ページ目、こちらが支川のほうになります。上から本川上流の坂折川の坂折沈下橋、それか

ら宇治川の音竹という地点、それから波介川の小野橋といった地点で、最後に一番下の段では、

主要な地点を全部重ねております。宇治川のほうは水量も少なく、市街化しているという点もあ

りまして、本川よりはやや水質が悪いというか、値が高くなっているような状態になっておりま

す。ただ、おおむね環境基準値内で推移しているような状況でして、経年的に見ましても、本川

と同じく、近年だいぶ数値としては低下してきているのかなと考えております。 

 今後につきましても、引き続き、水質調査を行っていきまして、取り組みを継続していきたい

と考えております。 

 続きまして、26ページでございます。事業進捗の見通しとしまして、仁淀川につきましては平

成25年に計画を策定して、平成28年に整備計画の変更を行っております。青の矢印で示しており

ますのが、平成28年度に計画変更した時点での計画と、灰色がこれまでの実績と、点線で今後の

予定を示しております。これまで、支川での内水被害が頻発していたことから、支川での対策を

重点的に進めておりまして、日下川、宇治川と、それぞれ床上対策を進めてきたところでござい

ます。本川のほうにつきましても、上流の築堤であったり、下流の河道掘削について、進めてき

ているところでございますので、今後は河道掘削がメインで河川整備が進めていきます。 

 それ以外の侵食対策であったり浸透対策におきましても、日々の点検であったり、洪水ごとの

点検において、必要となったところにつきましては、技術的な検討を行って実施していきたいと

考えております。 

 続きまして、27ページでございます。ここまでの点検のまとめをさせていただいております。

27ページ目、28ページ目が、主に治水の内容になっております。仁淀川の治水につきましては、
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本川及び本川の背水により影響を受ける支川の浸水被害の軽減を目的とした事業を推進しており

まして、日下川と宇治川では平成26年８月洪水により発生した内水被害への対策が進んできまし

た。 

 一方で、本川のほうでは、直轄区間の下流部の河道掘削や、上流部での築堤整備が残っており

ますので、また、他の支川のほうでも、河川改修が必要な区間がまだまだ残っておりまして、浸

水被害の懸念は解消されておらず、今後も引き続き、治水対策が必要であると考えております。 

 また、地球温暖化に伴う気候変動により、水災害が激甚化・頻発化しており、流域のあらゆる

関係者が協働して、対策を進めていくことが必要と考えております。それぞれの整備の状況につ

きましては、個表でまとめさせていただいた内容を、こちらに整理してまとめております。 

 続きまして、29ページになります。こちらが主に環境の内容でございます。仁淀川の河川整備

計画の基本理念としましては、仁淀川は極めて良好な水質と流れが形成する瀬淵とれき河原によ

り、アユ等の動植物の生育・生息・繁殖に適した自然環境豊かな河川環境を有しておりますので、

今後の河川整備におきましても、仁淀川の水量を確保しつつ、れき河原や清らかな流れの保全、

再生を図ることにより、動植物を育む豊かな清流を生かす川づくりを目指す。 

 また、仁淀川の自然環境を貴重な財産と捉え、多くの人々が仁淀川と触れ合え、誰からも愛さ

れ伝えられる豊かな川づくりを推進するといったようなのが整備計画上の環境に関する理念とな

っております。 

 こういったところも踏まえまして、環境に配慮しつつ、河川の事業を行っていきたいと考えて

おりますし、河川空間の利用、仁淀川への人触れ合いにつきましても、かわまちづくりで推進し

ていきつつ、豊かな河川環境を目指していきたいと考えております。 

 最後に30ページになりますが、点検のまとめということで、事務局のほうから案を示させてい

ただいております。まとめの案としまして、整備計画に位置付けられた堤防等をはじめとする河

川整備はおおむね計画どおりに進んでいる。２点目として、整備計画の範囲内で、これまでも具

体的な実施箇所については、過去の災害や他河川の状況を見ながら、柔軟に見直しつつ、適切に

河川整備事業を実施しているということで、案とさせていただいております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。 

 そうしましたら、この事業の進捗状況及び点検結果ということで、これから質疑応答に入って

まいりたいと思います。進め方として、委員の方全員に、名簿順に少しコメントをいただくよう

な形でよろしいでしょうか。はい、特段の反対ございませんので。この事業の進捗状況及び点検

結果については、皆さんから１人ずつご意見、コメント、質問をいただく形にしたいと思います。

それで、ちょっと先走って申し訳ないんですが、同じ点検の中の次の資料２の侵食対策以降はで

すね、（２）流域治水等の取り組み状況、そして（３）今後の進め方については、全員でなく、

ご意見、ご質問のある方に挙手をいただくという形で進めてまいります。 

 はい、そうしましたら、事業の進捗状況及び点検結果ということで、石川愼吾委員、コメント、

ご質問をお願いします。 

○石川（愼）委員 はい、私の専門分野の植物、河川環境への配慮について、少しお話したいと

思いますけども、18、19、20、21、22あたりでしょうか。河川空間の利用、これ、いわゆる親水
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空間っていうのは、これからかなり重要な地域おこしにもね、重要なキーワードになってますが、

生物多様性の国家戦略が今年３月で、だいたい方針が決まって、その中に、地域振興の中にもで

すね、野生の動植物、それから、親水空間、それから、農林漁業っていうようなものが、キーワ

ードとして挙げられてますが、確かにこの川の場合には、農業、漁業っていうのは、あまり関係

はしてなくはないんですけども、最も使うのが、この親水空間なので、この事業については鋭意

やっていただいてるということでよろしいかと思います。 

 ただ、いわゆる河川の生態系をきちっと保全するということではなくて、あくまでも人間サイ

ドからの要求として、川に親しめる空間として、人工的なものとして、つくっていくということ

ですので、河川の動植物から見たときには、川本来の生態系を取り戻すような、それを視野に入

れた河川整備を考えてほしい。これもう10年以上前から、この会議でずっと言ってるんですけど、

担当者替わりますから、毎回同じこと言いますが、例えば、一番下流側の、20ページですか。こ

こはまだ掘削が続いてます。かなり進んでいますけれど、今後の進め方を見ると、令和十何年ま

で続くんですね。ただし、ここは感潮域で、非常に多様な水際にすむ動植物がいます。その動植

物っていうのは、河川のいろいろな営力、それからその立地条件、そういうものがさらに動いて

る状態、いわゆるかく乱体制の中で個体群を維持してる、そういう動植物が多いわけですね。そ

ういう河川の動的な平衡状態みたいな、その平衡状態の触れ方っていうのいろいろですけれども、

それを考えながらですね、多様な生物の生息空間をつくっていく。そういうグランドデザインを

視野に入れながら、掘削事業を進めていっていただきたい。それをできればここにいる重要種を

含めて、動植物のメンバーの生息、生育空間の特性と、その動きをきちっと評価しながら、グラ

ンドデザインを描いていただきたいっていうのが、その生物屋としての、私からの要望です。 

 非常に難しい要望っていうか、意見ですので。多分、かなり多様な専門家の意見を取り入れな

がらやっていく事業になると思いますけど。先は長い話ですけども、今から考えないと、多分、

もういい状態での河川空間っていうのはできませんので、その辺、よろしくお願いいたします。 

○笹原議長 えっと、今の石川愼吾委員の、特に掘削に関わる留意事項ですね。これ多分、私想

像するに、次の石川妙子委員でも同じような意見出るんではないかと思いますので、お二人のコ

メント終わってから、事務局のお考えをお聞きしたいと思います。ということで、次、石川妙子

委員、お願いします。掘削の話なくても結構です。 

○石川（妙）委員 はい。まず18ページに河川環境への配慮というのがあります。各河川水辺の

国勢調査で調査されているわけで、専門の底生動物のところで言わせていただきますと、２行目

の礫底を好むヒゲナガカワトビケラ等が調査回ごとに確認されているっていうのがありますね。

仁淀川の特徴というのは、礫が非常にたくさん、豊富にあって、非常に美しい景観を保ってると

いうことなのですが、ヒゲナガカワトビケラしかり、あと、１つ加えていただきたいのが、オオ

ヤマカワゲラ属です。オオヤマカワゲラ属は、割と中流から上流に多い種なんですが、仁淀川の

特徴といたしましては、高岡辺り、河口から５km辺りでも、そのカワゲラが、オオヤマカワゲラ

属ですね、主にヒメオオヤマカワゲラとかニシオオヤマカワゲラなんですが、それがたくさん、

個体数も非常にたくさん見つかります。調査区間ではないのですが、波川に行くと、本当にもの

すごくたくさんいるんですね。こういうカワゲラ、大型のカワゲラ属が多いということは、仁淀

川が礫底であるということの証しであると思います。そして、水質が非常にいいということであ

るので、付け加えていただけたらと思います。 
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 それから、河川空間の利用で、昨年、波川地区でヒメボタルが確認されました。全然いなかっ

たというわけではないと思うのですが、あの河川区域の、散歩道ですね。あそこが整備されてい

って、間伐したことによって、ホタルが視認できやすい状況になっています。あとは、日が差す

ようになったりとか、いろんな条件が重なって、ヒメボタルが非常に増えて、かつ見やすくなっ

てるということですね。去年はホタルの見物に来る人も非常にたくさんいらっしゃいました。今

後、地元の方と力を合わせて、あと、いの町とも力を合わせて、そこの整備を継続していくとい

うことなんですけれども、そういうことで、地元がまた活気づいてくれたらと思います。 

 はい、以上です。 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。 

 事務局、何かコメントございますか。 

○事務局（藤坂） はい、事務局でございます。 

 まず、１点目、石川愼吾委員からのご指摘でございますけれども、シオクグ入江の保全につき

ましては、従来からご意見いただいてまして、これまで、河道掘削、今日も説明したとおり進め

てまいりました。流下能力向上させるための掘削は、一段階目は完了しております。その中で、

シオクグ入江を調査しながらですね、保全対策を講じてきた結果、今は、良好な環境が保全され

ているのかなと思っております。なお、引き続き、河川整備計画の目標に当たってはですね、も

っと掘削していかないといけないということになります。シオクグ入江のところは直接掘削は今

考えてないですけれども、その周辺については、掘削していかないといけないような計画になっ

てますので、先生からご意見いただいたとおり、われわれも整備計画、将来の掘削を見据えた保

全対策みたいなところを検討しながら、進めていかないといけないというふうに承知しておりま

すので、その際には引き続き、ご意見等をいただきながら、進めていければと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

○笹原議長 石川委員、いかがですか。 

○石川（愼）委員 はい。 

○笹原議長 この掘削の話については、10年ぐらい前は全くもう掘削します、掘ります、河積を

増やします。以上、終わりというような、説明の文章だったんですけど、今回改めて見ると、６

ページと20ページですね、掘削の進め方、方法書いてあって、例えば、20ページ見ると、上の右

下、右側に新居地区（掘削実施中）って書いてあって、先ほど石川愼吾委員がコメントされた潮

間帯の留意事項を書いていてくれてます。６ページも同様にですね、事業の概要のところで、潮

間帯ないしは感潮区間の掘り方っていうのを少し書いていただいてます。これは10年ぐらい前に

比べると、かなりの進歩かなと思っておるんですが、石川委員、いかがですか。 

○石川（愼）委員 はい、こういう掘り方、河積を確保するだけの工事じゃないっていうことを

認識していただいてるっていうのは、この書き方に、笹原委員長がおっしゃるように表れてきて

ますので、これ一歩進めて、平面的なグランドデザインですね、断面じゃなくて。そこの河川区

間、全体の断面についての記述が、これから増えていくことを期待します。それは多分、岡田委

員が川の動きなどの専門家ですので、多分、そちらのほうとの連携が必要になってくると思いま

すけど。 

安全性も確保しなきゃいけないし、多様な生物の生息、生育空間っていうものを、どういうふう

にその中で創造していくか、つくり出していくかというのがテーマになると思います。 
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 いま一歩進めていっていただきたいなと思います。 

○笹原議長 そうか。平面的なっていうと、もう分布の話も含めてということですね。 

○石川（愼）委員 ええ。その動きも。 

○笹原議長 動きもですね。岡田委員の河床変動ですから、動きもなりますね。そうかそうか。

だから、空間的、三次元的ではなくて、時間軸も入れた四次元でっていうことですね。はい、こ

れ、われわれも勉強しながら議論していかなければいけないと思いますので、これ以上、私がコ

メントできることでもございませんが、ぜひ、ご努力をいただきたいと思います。それとともに、

委員の皆さまにおかれては、ご協力をお願いしたいと思います。はい。 

 あと、石川妙子委員のご意見に対するコメント、何かございますか。 

○事務局（藤坂） はい、石川妙子委員からはですね、底生動物のところで河口から５km付近で

オオヤマカワゲラ属も重要種として入れたらということご指摘いただきましたので、追記させて

いただきたいというふうに考えております。 

 また、上流のいの町の波川のかわまちづくりにつきまして、ヒメボタル等については、間伐し

たことによって好条件になって、地域が活性化するというようなお話もありましたので、引き続

き、河川整備によって、そういった良好な環境が喪失しないように、いの町と、あと有識者の方

と連携して取り組みを引き続き進めていきたいと考えております。 

○笹原議長 はい、石川妙子委員、いかがですか。 

○石川（妙）委員 はい。ヒゲナガカワトビケラも、それから、オオヤマカワゲラ属も重要種と

いうわけではないのですが、非常に仁淀川が移動しやすい礫でできている。ふかふかのそういう

河床であるということを示す特徴的な種であるということです。それほど、珍しい種ではないの

ですが、それが仁淀川の下流部まで、本当に河口の近く５kmぐらいのところまで、非常に多いと

いうことが、仁淀川を特徴づけるものであるということなので、そこら辺を書いていただけたら

と思います。 

○事務局（藤坂） はい、承知しました。ありがとうございます。 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。ちょっと事務局の方がメモされてるんで、少し待

ちましょう。 

 はい、そうしましたら、次、一色委員、お願いします。 

○一色委員 はい。水質に関しては、水質汚濁防止法の規定に基づいて、県が継続的に観測をし

ております。そのデータを見る限り、特に大きな問題はないというふうに考えております。 

 それで、実は今年度は非常に生活環境項目に大きな変更があって、大腸菌群から大腸菌にその

指標が変更されるということがありました。大腸菌に関しては、やはり人為的な下水の流入であ

るとか、あるいは家畜の、その排水の流入であるとかの指標として、非常に重要な指標ですので、

今後水質の検討する場合には、ぜひ、大腸菌数を入れるようにしていただきたいと思います。と

ころによると、野生生物のふん尿の影響というのもあるのではないかというとこも言われてるん

ですけれども、恐らくこの流域で見る限りでは、やはり人為的なものが大きいんではないかと思

いますので、ぜひ、これは次回からデータとして点検項目に入れていただけたらと思います。 

 あと、２点、簡単な質問があります。１点はですね、日下川の放水路がほぼ覆工もあって完成

をしてる状態になってるということなんですが、トンネル掘りますと、当然、地下水が変わった

り、地下水の流出であるとか、あるいは、その沢水の枯れるとかいうことが起こるんですけれど
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も、今回の、このトンネル工事で工事前、それから、工事中、覆工後、そういうふうな水利用に

関わる利用状況の変化とか、あるいは、その供給状況の変化というのがあったのかどうかという

ことですね。これを１つお伺いしたいと思います。 

 それから、もう１点は、これは、多分、先ほどの石川委員、それから、恐らくこの後発言され

る岡田委員とも関係すると思うんですが、河口の形状について、現状でどうなってるのかという

ことの説明がずっとあったんですけれども、河口の形状は恐らく出水をするたびに、非常に大き

く変わるんではないかと思うんですね。これが自然かく乱要因になって、生態系、そういうこと

に耐える生態系が残るという形で継続されてると思うんですが、どの程度、河口の形状が変わっ

てるのかということをもし可能であれば、簡単に説明をしていただけたらというふうに思います。 

 はい、以上です。 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。えっと、最後の河口の形状については、岡田委員、

何かコメントとかされる予定ありますか。 

○岡田委員 河口の形状については特にないです。 

○笹原議長 では、今の３つかな、一色委員の意見、質問に対するコメント、事務局、お願いし

ます。 

○事務局（上山） はい、ご意見、ありがとうございます。 

 まず、１点目の大腸菌につきましては、ご指摘のとおり、今年度から調査を行っておりまして、

まず、速報値という形で、今、うちの事務所のホームページにも調査結果は掲載させていただい

てるところです。それがどう評価できるかっていうところは、やっぱりまだ今年から調査始めて

いるところでございますので、実際、環境基準値を超えるような値が観測されてる地点というの

もございますので、また今後データを蓄積した上で、傾向を見ていきたいと考えております。ま

た、資料のほうに入れていただきたいということで、ご意見いただきましたので、また、事務局

のほうで、資料を整理して、次回からの会議の中で、ご紹介させていただきたいと思います。 

 １点目は以上でございます。 

○事務局（中岡） 工務課長の中岡です。ご質問のあった日下川新規放水路の事業前後に伴う、

地下水とか沢水の影響なんですけども、約60カ所程度、そういった地下水とか沢水の調査をして

おりまして、やはり、事業前、事業後で、若干水位が下がったりとか、沢水の量が減ったという

ところはあるので、それが渇水の影響であるのか、果たして事業の影響なのかっていうのは、し

っかりと来年度も継続で調査をして、因果関係ではないですけど、影響を確認はしたいと思って

おります。また来年そういった場があれば、紹介したいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○事務局（藤坂） 最後、河口部の砂州の話につきましては、ちょっと今手元に資料がないので、

細かくはご説明できないところにはなりますけれども、仁淀川、大きな出水があれば、河口の砂

州の形状が変わっていってるっていうことになります。近年、10,000m3/sを超えるような洪水に

ついては、平成26年以降、発生してないということと、平成26年以前ですと、平成19年、17年、

16年にはあったんですが、それ以降、あまり大きな洪水がないので、砂州については、安定して

るかなというふうに見て取れます。また、河口砂州から上流に砂州がついてますけれども、航空

写真を見る限りでは、砂州が変わったりだとか、発達したりっていうところは確認できないかな

というふうに考えております。また、調査しまして、変わってるというようなことであれば、報
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告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○笹原議長 一色委員、いかがですか。 

 はい。今の一色委員の２つ目、３つ目の質問への対応とかですね、私どもの、この検討するバ

ックグラウンドの知識になりますので、そういう情報の提供をしていただけるとありがたい。実

は、物部川の学識者会議でも、ちょっと事務局にご提案申し上げたんですけれど、そういう何と

いうのか、審議をする場ではなくて、私ども委員が情報提供をいただく場として、確か、昨年度、

一昨年度かな、物部と仁淀合同でしたけれど、懇談会という形で、情報提供をいただくっていう

場がございました。ぜひ、ああいう形の情報提供の場をつくっていただけると、先ほどの一色委

員へのご質問に対する答えとかですね、そういう情報提供もいただけるし、少し細かい議論もで

きるかと思いますので、ぜひ、そういう場の設置をご検討ください。 

○事務局（上山） はい、ありがとうございました。また、来年度以降、逐次、先生方にもご意

見いただきつつ、進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○笹原議長 はい。 

 そうしましたら、次に岡田委員、お願いします。 

○岡田委員 はい、皆さんからご要望のあった６ページの河道の掘削等のところのことについて、

少しお伺いしたいです。 

 こういった仁淀川のようにですね、非常に川幅が広くて、それで、こういった砂州が大きく出

てて、もう本当に洪水時には全体で流れるような川においては掘削、河口部の掘削って結構大変

で、またすぐに堆積したりするような可能性も出てくるわけなので、こういったのも長年、時間

をかけてやりながら、かつそれを維持していくということが、非常に大変だということは理解し

ております。その点で、非常に難しいことをやられてるということで、そういった点については

ですね、非常に細心の注意を払って、また、その植生の関係ともですね、十分に配慮をいただき

ながら進めていただきたいと思います。 

 一方ですね、四万十川の例をちょっとご紹介すると、近年、河床高がちょっと下がってきてい

るというようなことがあってですね、仁淀に関しては、その点いかがでしょうか。その河床高、

経年変化はずっと計測されているとは思うんですが、こういった長い年月をかけた土砂の移動状

況について、今後も堆積傾向にあるのか、それとも、河床低下傾向にあるのかということは、こ

ういった整備計画流量を流す点においても非常に重要なデータになるかと思いますので、その点

について、お聞きしたいと思います。 

○笹原議長 そしたら、今のご質問、下流部の河床の変動の状況について、お答えいただける範

囲でお願いします。 

○事務局（藤坂） はい。近年の仁淀川の傾向としましては、３kmぐらいから下流につきまして

は堆積傾向になってます。上流からの土砂の供給に加えまして、３km下流は河床勾配が緩くなっ

ているということ。あと、西畑地区から下流については、一度、西原地区できゅっと狭くなった

ところが河口に向いて広がっていってるということで、流速も落ちてくるということで、たまり

やすいのかなというところで、堆積傾向にあるということになってます。 

 ３kmから上流はといいますと、全体的には上がったり下がったりっていうところになりますが、

先ほど大きな洪水が来てないという話をさせていただきましたけれども、恐らく低いところをず

っと水が流れているせいか、局所洗掘が部分的にされてる。全体的に下がってるというよりは、
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局所的に下がってる箇所があるかなというふうに見て取れます。ですので、今日説明させていた

だく高水敷造成、そういった対策がやはり必要になってくるのかなというふうに見て取れますの

で、そのあたりも傾向について説明する場を設けさせていただければと思ってますので、よろし

くお願いします。 

○笹原議長 はい、岡田委員、よろしいですか。 

○岡田委員 はい。 

○笹原議長 そしたらですね、この今の特に下流部の河床の変動状況、侵食堆積状況というのは、

先ほど石川委員のときに議論した河道の掘削、これから下流部は河道の掘削がメインの事業にな

りますので、その河道の掘削、生物相分布、四次元的というお話を石川委員がされたんですが、

それも含めて非常に重要な点になりますので、また、事務局おっしゃられたような情報提供の場

を、おつくりいただければありがたいと思います。その際、今、岡田委員がおっしゃった河床変

動状況、経年的なですね、こういうものも含めて、情報提供をいただければありがたいと思いま

す。 

 そしたら次に佐藤委員がご欠席ですので、島﨑委員、お願いできますか。 

○島﨑委員 島﨑です。僕のほうは歴史いうことで、今日、歴史はあんまり関係ないですけど、

いの大橋のところ、相生川の放流口ですかね。あそことかには犬を連れてよく河原散歩するんで

すけど、やっぱり臭いです、あそこは。それで河原の石の上に膜張って、非常に汚れてるときが

多いです。これ見ますと、年間に12回ぐらい水質検査ですか、やってますけど、これはもうちょ

っと、できたら多いほうがよくないかと。というのは、その大雨で降って水量が増えると、ごっ

そりなくなるんですよね。それで、ちょうど水質検査行ったときに、大雨の後に行ったりとかい

うことになれば、ちょうど水質がいいかなと。だから、行く回数をできたらもっと増やして、そ

この環境をよくすると。橋の上から見ても、もう汚れが出てるのがはっきり分かりますし、それ

から、特に日曜日とか、よく相生川に放流する水の汚れがひどいんですよね。それと近所の人に

言うには、やっぱり、夜とか余計に流すとか、工場のほうからですね。そういうことが感じられ

ますので、それを何とか改善していただきたいいうことと、それから、この土佐史談、まあ年に

３回出てるんですけど、こちらのご協力で兼山のことを論文に書いて、春野郷土文化会館の横山

さんが、こちらでかなりお世話になって、資料を提供いただいて、ちょうど本が11月に前編とで

すね、仁淀川水系下流における治水事業の検証と、それの前編が11月。それから３月、今月、そ

の後編が出ますけど、これは資料としてできたらこちらにお持ちしたいと思います。 

 どうも、ありがとうございました。 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。２点目、土佐史談なんですね。これは今後のため

の貴重な資料としてぜひ、事務所の方。あと、何か懇談会で、島﨑さんにも少し話題提供いただ

くとかいうこともあり得ますね。大丈夫ですかね、そういうこと。そしたら、その辺も含めて、

また、情報提供の場を設けることをご検討ください。 

 それと１点目ですね。これ、多分この仁淀川の河川整備計画というよりは、少し特化した問題

として、何か検討しなければいけないのかなと思いました。実は、島﨑さんがしゃべってる間に、

横の岡田委員がうなずいたりしてましたので、川ばっかり見ている岡田委員がうなずくというこ

とは、やっぱりそうかと思いましたので、何というのか、この仁淀川の河川整備事業の中で対応

できることっていうのは、やっぱり限界があると思いますので、また、地元市町村等々とも調整
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をしていただいて、問題解決の方策をご検討いただくような方向で検討いただけないでしょうか。

どうですか、事務局。 

○事務局（上山） はい、ご意見、ありがとうございました。相生川の状況につきましては、

重々承知しておりまして、調査もまだ継続して実施しているところではございます。やっぱり、

国でやれる事業としては、昨年度、環境整備事業の評価をしていただいた中でもありましたが、

浄化施設であったりはやってるんですが、ある程度の効果は出つつも、やっぱり多分皆さままだ

まだと思われてるのだと思いますので、また、県や市町のほうともご相談させていただきながら、

できることがあるかっていうところをちょっとお話していきたいと考えております。 

○笹原議長 はい、ぜひ、お願いしたいと思います。高知県さんもぜひ、よろしくお願いします。

はい。 

 はい、そうしましたら、お次が關さんいないから、中澤委員、お願いします。 

○中澤委員 はい。よろしくお願いします。 

 スライドの21、22の河川空間の利用のとこでお尋ねしたいんですけれども、江尻地区のほうは

平成26年から、波川地区は令和２年度から、いろいろ活動をしていただいてると思うんですけど

も、活動の状況といいますか、市民参加、こういう水辺でこう人々が、こう親水公園等々で遊ん

でいる状況の把握等はされていますでしょうかというのをお聞きしたいのが１つです。と言いま

すのも、ちょっと別の会議でダムの評価のところでですね、いわゆるモバイル空間統計等を使っ

て、このコロナ禍でも、実は非常に皆さんが整備された空間を利用されていたんですよというふ

うな提示のされ方をしているところがあって、非常に参考になったんですけれども、こちらのほ

うの利用状況というのがちょっと気になったので、その点、教えていただきたいなというふうに

思いました。 

 以上です。 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。そうしましたら、事務局かな、お答えいただけま

すか。 

○事務局（東） 事務局河川管理課長してます東といいます。 

 ご質問の河川利用の状況につきまして、江尻地区につきましては、現在、まだ、日高村さんの

ほうの整備が完了してないというところもございまして、現状は散策道ができてるということで、

地元の方の散歩だとかですね、ちょっとした水遊びで、このあたりを利用されてるっていう状況

は確認してるんですけども、詳細にどれぐらい利用されてるかっていうとこまでは、調査ができ

てないところでございます。 

 一方、波川地区につきましては、これまでいろいろこの地区で、イベント等いろいろ開催され

ておりまして、その状況をいの町さんのほうで、この辺の河川利用の数、実態については把握し

てるところでございます。今後、こちらの整備を始めるんですけども、来年度も利用実態調査を、

当方のほうでしていこうと考えておりますので、こちらについて、また、状況まとまりましたら、

こういった会の場で、ご説明させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○笹原議長 はい、中澤委員、いかがでしょうか。 

○中澤委員 はい、ぜひ、よろしくお願いします。といいますのも、全国のかわまちづくりを調

査した報告書において、結構多くのかわまちづくりを計画してるところがですね、この人、もの、



16 

金、情報のところで苦戦しているというアンケート結果が出てございます。そういう意味では、

そのビックデータ等を使って、整備の効果、特に人々がそこで交流している効果等を表現という

か、ちゃんと評価していくことが、こういった事業を正しく皆さんに認識していただけることか

なと思いますので、ぜひ、そのあたり、対応いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。そういうことで、事務局ぜひお願いしたいと思い

ます。特に波川地区は下流の元々の波川の河原からの地続きですから、稼げるんじゃないかと思

います。 

 はい、そうしましたら、私からちょっと２点ほどコメントさせてください。１点目がですね、

将来の計画の話でございます。例えば、８ページ目開けてください。堤防の浸透対策が書いてあ

るんですが、一応、従来計画していた箇所は全部終わりましたよということなんですが、今後の

予定を見ると、洪水ごとの点検等によりモニタリングを行いながら、必要に応じて対策を実施し

ていくという文章でございます。最後のまとめを見ると、前の７ページの侵食対策についても同

様なことが書いてある。要は、非常に悪い言葉あえて言いますけれど、行き当たりばったりで、

壊れたら直しますということなんですね。何か、格好悪いなと。やっぱり何か、この侵食対策に

しても浸透対策にしても、何か調査をして、弱いところを、例えば、順位付けをして、優先度を

付けて、ここまでは対策しますと。それが令和何年までですという。なかなか時間言い切るの難

しいかもしれませんが、やっぱり将来計画をつくっていただきたい。これ物部川の会議のときで

もお願いしたのと同じような話ですが、それがないと、例えば、26ページに事業進捗の見通しが

書いてますが、これの青いバーチャート、計画ってやつが書けないことになります。ですから、

この河川整備計画、例えば、最後の30ページの点検結果のまとめを見ると、まとめとしては、お

おむね計画どおりに進んでいるということになるんですが、この計画どおりの計画がないという

状況になりますので、ぜひ、将来計画というところをつくっていただきたいと思います。  

 で、同じことがですね、これあんまり大声で言いたくないんですけど、高知県さんの事業でも

言えまして、14ページ、15ページですか、支川の整備計画、これについても、宇治川と日下川と

いう、床上とかああいう特出しの事業のところは年限、計画決まってていいんですが、そういう

特出しの事業、床上とか特記のないところでは、例えば、14ページ見ると、これもやっぱり今後

も必要に応じてうんぬんと書いてあって、将来計画がよく分からない。年次を明示するのは難し

いんだよっていうのは分かるんですが、それを言ってると、やっぱり先ほどご指摘したように、

将来計画に比べて現状をどこまでやったかっていうことで、この整備計画の進捗状況をチェック

するわけですから、それができるような状況に持っていっていただきたいと思います。言うはや

すしなんですが。それが１点。 

 もう１点がですね、これもう少し積極的なというか、先ほど中澤委員、あと、石川愼吾委員も

指摘された江尻、江尻だけじゃないんですが。河川空間の利用ですね。21、22ページが環境整備

事業の説明になってますけれど、先ほど河川空間の利用状況のモニタリングについて、中澤委員

からご指摘ございました。私もそのとおりだと思うし、ぜひ、やっていただきたいんですが、こ

の河川空間の利用って、この環境整備事業でやってる江尻とか波川に限らないですよね。むしろ

他のほうが多いというのが、例えば、江尻、ここ行くと、工事中だから入っちゃ駄目って、あれ

が立ってるんですね。中入れないんですね、車が。だから、徒歩の方以外は入らない。トイレが
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あるから寄りますけれど、私は自転車で行くからいつもずかずか中入ってるんですが、通常の神

経を持った人は、中入りません。工事中に見えます。だから江尻は仕方がない。そういうことで

いうと、むしろ対岸の加田って中入れるんですよね、車で。あと、下流でいうと、左岸側の弘岡

はいくつか車でアプローチできる進入路がございますよね。ああいうところのほうがむしろ車が

入っていって、いいことかどうか分かんないけど、川遊び、危ねえなと思うようなこともやって

いる。ですから、そういう環境整備事業以外の場所の利用客のモニタリングっていうことも、ち

ょっとご検討いただけるといいんではないかと。恐らく、ああいう広大な砂州が広がっているっ

ていうのが、この川の特徴なのではないかなと。ですから、その川の特徴を把握するためにも、

ぜひ、そういう自然の砂州で遊んでいる方のモニタリングっていうことをしていただけると、人

触れの状況もよく分かると思いますし、まさにそれが仁淀川の特徴なんじゃないかと。例えば、

物部川ですと、何というのかな、大きな石が積み上がって河原になってますから、釣り人以外は

入らないですよね。それに対して、仁淀川は砂州に入っていける。そういうところは非常に大き

な特徴だと思いますので、ぜひ、その利用状況を調べていただけるとありがたいと思います。 

 はい。ということで２点コメントしましたが、何かございますか。 

○事務局（上山） はい。先に２点目のほうから、先ほど東のほうからもお話させていただいた

んですが、補足的に言いますと、河川巡視の中で、施設の点検もしつつ、河川利用という面でも

当然見ておりまして、今日は、量的な資料を準備してはいないんですが、日々の点検の中でも、

そういったところは見て確認しているところです。また、水辺の国勢調査とあわせてですね、５

年に１回だったと思うんですが、河川空間利用実態調査っていうのを全国的にやってますので、

そういった中でも、同日調査っていう形で、人々がどれだけ河川利用してるかという点は調査し

ているところでございます。そういったところも踏まえて、定期的にやるものと、こういう環境

整備事業で臨時的に確認するものもあわせて、人々の河川の利用実態っていうのは、また、資料

を整理してお話させていただければと思います。 

 １点目に戻りまして、今後の計画っていうところは、かなりちょっと難しいところではござい

ますが、侵食対策については、この後、ご説明させていただきたいというのと、浸透についても、

これまでの技術的知見の中で点検したところについては、対策を実施しているというところです

が、では、今後は全くないのかって言われると、例えば、新たな知見もございますし、評価指標

っていうのもあると思います。そういった中でも、定量的な評価をした上でやるべくとなるとこ

ろは、計画に位置付けていく必要があると思いますので、そちらについても、すぐにとはいかな

いとは思いますが、また、計画を整理した上で、ご説明させていただければと思います。 

 はい、以上でございます。 

○事務局（藤坂） 補足させていただきますと、浸透対策については、過去に全国的には浸透に

よる決壊等もありまして、浸透による漏水なんかも出てますので、技術的な知見がまとまってい

ます。それに基づいて仁淀川につきましても、全川でチェックを掛けております。その結果、漏

水対策が必要だというふうに位置付けられたものについて、整備がおおむね完了しましたという

報告をさせていただきました。 

 今後、技術的な検討を実施した上でっていうのは、どういうことかと言いますと、やはり出水

が発生すると、堤防は土堤でできてますので、漏水発生することもあろうかと思います。点検や

って安全だというふうになってるところにつきましても、漏水発生する可能性がありますので、



18 

仮に漏水発生したところについては、漏水対策をやっていきますし、そういったような原因を解

析しまして、技術的にやはりこういうところだと漏水対策が必要だねというふうになれば対策を

していきます。そういった意味で技術的検討を実施した上、必要な対策を実施していくという書

きぶりになってます。一定、全国的にチェックをした基準に基づいてチェックをして、必要な対

策は終わってるということになります。 

 侵食対策につきましては、全国的な知見があまりありませんので、次のセクションのところで

ご説明させていただきたいと考えております。 

○笹原議長 支川のほう、高知県さんお願いします。 

○事務局（山下） はい、将来の計画、当然大事だと思ってます。ただ、県もなかなか予算の付

き方によって、大きく進んだり、小さくなったりと。今でしたら５カ年そうしたなかすぐ進むこ

ともあります。ですので、この整理の仕方として、今、整備済みとあくまでも未整備の２色とい

った格好になってますので、もっと分かりやすいような工夫。例えば、今年はこんだけやってま

すよとか、来年度はこんなふうにやりますよといった格好で何らかの形で、分かりやすいような

格好で工夫して整理していきたいなと思っております。 

○笹原議長 はい、ぜひ、よろしくお願いします。 

 そしたら、これで資料１、事業の進捗状況及び点検結果について、コメントをいただきました

ので、審議を終了したいと思います。 

○石川（妙）委員 笹原先生。 

○笹原議長 はい。お願いします、妙子委員。 

○石川（妙）委員 はい。先ほど、河原の利用状況で、車で入れるような、そういう状況がどん

なのかも調査してほしいという、笹原先生からのご意見でした。川にアプローチしやすいという

ことは、非常に川に親しむという点ではいいことなのですが、どこもかしこも車で走り回られる

と、例えば、カワラバッタが生息していたりとかコアジサシがいたりとか、そういうところも考

慮に入れつつ調査していただきたいというのと、仁淀川が非常にテレビ等で仁淀ブルーで有名に

なりましてですね、観光客非常に多くて、ごみが非常に増えています。適正な河川利用というの

を、遊びに来た人に啓発していくような方向に持っていっていただけたらなと思います。 

 はい、以上です。 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。さっき私あえてその負の面言わなかったんですが、

そうですね。そういう意味では、よりよい河川の利用の仕方っていうことで、少し国交省さんだ

けでは無理ですけれど、みんなで検討していくための材料になるんじゃないかなと思いますので、

ぜひ、みんなで検討していきましょう。 

 他に大丈夫かな。 

 はい、そうしましたら、ちょっと頑張り過ぎてこんな時間になっちゃいましたが、２つ目の審

議事項にいきたいと思います。侵食対策の今後の進め方ということで、事務局ご説明をお願いし

ます。 

 

   ・侵食対策（高水敷造成）の今後の進め方 

 

○事務局（上山） はい、事務局よりご説明いたします。資料２をお手元にご準備ください。 
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 ページめくっていただいて、高水敷幅の設定ということで、点検のところでもいろいろ議論い

ただきましたが、侵食対策についても、今後計画的に進めていきたいと考えておりまして、現在

の整備計画では、部分的に根固めであったり護岸を整備するというところまでしか位置付けられ

てないのですが、大元のところからいきますと、河川整備基本方針という別となる計画がござい

まして、こちら仁淀川につきましては、高水敷については、40ｍの天然河岸を確保していくこと

を原則として、やむを得ず土砂も確保できないところは、10ｍの幅を確保していくっていうこと

で、計画されております。 

 河道計画の検討の手引では、資料右上の図になるんですが、おおむね摩擦速度という侵食に対

する指標がございまして、その数値が0.3を超えてくると、湾曲部、直線部ともに被災幅ってい

うのが、だいたい40ｍぐらいに収まってくるといった知見から、設定されてるものでございます。 

 では、仁淀川では河道特性を見ていきますと、河道セグメントは2-1というところで設定され

ております。このセグメントというのは、河床材料であったり、河床勾配といったところから決

められているものでございます。ここから見ていきますと、河岸侵食としては30ｍ程度ほど起こ

る可能性があるということで、同じく手引きの中で検討されておりまして、そういったところを

総合的に見ていきつつ、仁淀川については、河道の特性から考えて、高水敷幅をまずは30ｍ確保

するということで必要高水敷幅の設定を検討しております。 

 つづきまして、２ページです。図中上側の表ですが、こちらが高水敷が現在整備されている箇

所です。緑色が30ｍを確保できているところ、黄色のところが、その30ｍに足りない箇所となっ

ております。上側が右岸側、下側が左岸を示しておりまして、この高水敷幅30ｍに足りてない箇

所の中から、被災リスクの高い指標として、摩擦速度ｕ*が0.3を超えている箇所をさらに抽出し

ております。この両方を見ていったときに、高水敷が必要と判断しているところが、最下段の平

面図に落としております中島、八田、大内、波川、伊野の５地区で、幅が足らずかつ摩擦速度も

早いといったような箇所になっております。この５地区につきまして、高水敷幅を確保していく

べく、一遍に全部はできませんので、優先順位の検討を次ページで行っております。 

 優先順位の考え方につきましては、３ページのほうでまとめておりまして、緊急性、それから、

被災時のリスクという観点から優先順位を設置しております。 

 まず、緊急性につきましては、①から⑤の指標を評価して、それぞれの箇所の緊急性を検討し

ております。内容としましては、堤防・高水敷等の健全性。それから、最深河床の変動状況。河

岸際、低水護岸の配置であったり、局所洗掘の状況。それから、河床を構成する地質の構造と、

旧川跡の状況といった５つの観点で評価しております。 

 それから、被災時のリスクとして、もしも侵食によって最悪高水敷だけでなく、堤防まで破堤

した場合に、浸水被害という観点から、背後地の被災状況を指標にリスクを評価しております。

こういったところから優先順位を評価してまとめておりますのが、本日の指標になっています。 

 実際実施の段階におきましては、当然環境への配慮であったり、工法等も検討しつつ、学識者

の皆さまから意見をいただいて、最適な対策を検討して、工事を実施していきたいと考えており

ます。 

 緊急性の評価の具体的な中身としましては、４ページ目でございます。まず１つ目、堤防・高

水敷の健全性でございます。こちらにつきましては、日々の河川巡視であったり、堤防点検の結

果から、護岸の健全性であったり、高水敷の健全性であったりに関連する項目をピックアップし
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ております。 

 ちょっと字が細かくなって申し訳ないですが、右下に全川での関連する項目を抜粋した中で、

今回、高水敷幅を確保しようとしている５地区の中で確認されているものを、左上の表中に抽出

しております。 

 伊野地区では根固めの洗掘であったり、低水護岸の石積みの損傷であったりといった変状が確

認されておりまして、その他の地区においても、護岸の変状等がいくつか確認されております。 

 続きまして、５ページでございます。最深河床の変動状況で、平成11年から令和２年までの最

深河床の変動をまとめております。図中、資料５ページの上の図が河川を真上から見た状況で、

左手側が河口のほうになっております。右手側が上流でございます。それぞれ左右岸で見ていっ

たときに、澪筋が固定化して、かつ河岸に近接しているような箇所を赤枠で囲っております。 

 その中でも、その下段のほうですね、最深河床の変動状況を示しておりまして、こちらも平成

11年から令和２年までにかけての変動状況でまとめております。グラフでいきますと、下方向に

伸びているものが、侵食傾向を示している箇所になっております。 

 中島地区におきましては、右岸側になるのですが、こちらに澪筋が近接しておりまして、河床

が固定されております。河床自体も低下傾向にあります。 

 例えば、伊野地区ですと、澪筋いうか河床が固定化しているのですが、河岸際ではなく、対岸

を流れているといった状況でございます。このあたりも、低下傾向、河床の低下傾向が見られま

す。 

 続きまして、６ページでございます。③番、低水護岸の配置と局所洗掘の状況ということで、

それぞれの箇所で護岸の状況を示しております。 

 代表的なものを２つ載せておりますが、中島地区、大内地区ということで、中島地区のほうに

つきましては、左側、局所洗掘が進行していっているような状況が見えます。 

 大内地区に関しても、一部護岸の基礎よりも深く掘れているところがございますが、他の断面

では、このような状況が確認されておりませんので、大内については、局所的なものとなってお

ります。 

 ７ページでございます。河床の地質構造でして、全区間それぞれ最深河床付近では、Ｎ値が30

以上となる強固な層が確認できているのですが、中島、八田、大内につきましては、中間層に軟

弱な層がありまして、土砂流出による侵食の可能性が、懸念がございます。 

 続きまして、８ページ目、旧川跡の状況でございます。地形的に旧川跡につきましては、中島

地区と大内地区の２カ所で旧川跡が確認されておりまして、地下水流の浸透による侵食や河川水

による侵食に対して、脆弱な地質を有していると考えられます。 

 続きまして、９ページ目です。被災時のリスクということで、もし被災したときの背後地の浸

水被害から被害額を算出しております。こちらは、昨年度の事業再評価の中で、計算させていた

だいた被害額から算出しております。 

 10ページ目でございます。こういった観点からそれぞれの河床で評価、緊急性と被災時のリス

クを評価して、一覧表でまとめております。緊急性が高い項目を赤字、低い項目を青字で示して

おりまして、全体的な評価として、中島地区と大内地区が優先度が高いと評価しております。 

 11ページ目でございます。こういった評価の中で、中島地区と大内地区を優先的に侵食対策を

進めていきたいと考えておりますが、当然、川の中に高水敷を整備していきますので、その代わ
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りとして、河道掘削が必要になってくる部分がございます。その河道掘削が必要になってくる部

分を、図中の黄色いハッチで示しております。中島や八田につきましては、部分的な河道掘削で

流下が可能なのですが、上流の地区につきましては、連続的な掘削が必要となる状況にございま

すので、こういった点や河川環境のほうにも配慮しつつ、具体的なところは個々に設計して、整

備を進めていきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。そうしましたら、委員の皆さんからの質疑応答に

いきたいと思います。 

 私から、９ページ、被災時のリスクの確認なんですが、これ確か、被害想定金額、昨年の事業

評価のときの数字を使っているということですね。例えば、そうすると、①の中島地区、被害額

が2,009億円になってますが、これはどういうふうに計算されてるんでしょうか。中島地区を例

にしてご説明いただけるとありがたいんですが。 

○事務局（上山） 仁淀川については、山付け区間で氾濫ブロックが細かく分かれております。

仁淀川につきましては、もう氾濫ブロックの被災額で、その高水敷を整備する区間が存在するブ

ロックの被害額ということで、単純算出しております。 

○笹原議長 この①の中島地区は、この後ろのR3（高岡）って書いた、このエリアの値を使って

いるということですね。 

○事務局（上山） はい、さようでございます。 

○笹原議長 分かりました。そうすると、この被害時のリスクというのも、例えば、中島地区、

ここが壊れたからといって、これが全部水につかるっていうわけではないっていうことですね。

そうであれば、参考程度ですかね、この被災時のリスクっていうのは。 

○事務局（上山） はい、そうでございます。 

○笹原議長 先ほどの10ページの説明を聞いていても、ａの緊急性だけで結論を出してるような

説明でしたので、まあ、そんなことはないんでしょうけれど。でも、事実上それに近いわけです

ね。 

○事務局（上山） はい、当然ｂの被害時のリスクも評価しておりますが、金額的には参考程度

にはなっております。 

○笹原議長 はい、分かりました。 

 他、いかがでしょう。もしなければ、最後11ページのところで、キャンセル掘削のところ、こ

れ先日別の会議で、岡田委員からコメントがあったかと思うんですが。物部のときに。一番最後

のページ。 

 岡田委員、お願いします。 

○岡田委員 その前に確認をさせていただきたいのが２ページです。今、この議論の中で、重要

な指標になっているのが摩擦速度ｕ*というやつなんですけども、どうやって計算してるか、一

応確認のためです。２ページでは右岸と左岸で値が出てるということは、一次元の計算ではない

ということは分かるんですよ。なので、どういう計算をされて、これが出てるかという、一番基

本のところなので、ちょっと教えてください。 

○笹原議長 事務局、お願いします。 
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○事務局（藤坂） 計算については、準二次元不等流計算でやってますので、左右岸ごとに壁面

の摩擦力割る密度で算出しております。 

○笹原議長 例えば、中島地区だったら、ここの赤く塗ってあるところに当たる水のっていうこ

とですかね。 

○事務局（藤坂） そうですね。その区間の、200ｍピッチにはなりますけれども。 

○岡田委員 分かりました。ということは、準二次元計算なので、基本的には曲がりの影響はな

いので、形状からそれを見ているということで理解しました。はい、ありがとうございます。 

○笹原議長 はい。あと、キャンセル掘削の話は、何かそうかと思った記憶が物部のときにあっ

たんですけど、覚えてますか。 

○岡田委員 多分、言われているのは、キャンセル掘削っていうのは、要は高水敷幅が広くなる

ことによって、流水断面積が小さくなるので、その分掘削を大きくして河積を保つということに

なるかと思います。これはですね、どっちかというと、高水敷ができるので、その分流れは低水

路に集まるということから、この場合のキャンセル掘削っていうのは、結構維持はできやすいん

ですよ。なので、そこはそんなに問題はないかなとは思っております。 

○笹原議長 あっ、分かりました。物部の場合とは違うということですね。あれは、船底のとき

でしたっけ。 

○岡田委員 ええ。 

○笹原議長 ああ、ああ。 

○岡田委員 ああいうのは、ちょっと難しい。 

○笹原議長 ああ、確かに。分かりました。 

 他に委員の先生方から何かございますか。よろしいですか。 

 はい、そうしましたら、この侵食対策の今後の進め方、特に優先順位について、お認めいただ

いたということでございます。 

 はい、これで議事の（１）仁淀川水系河川整備計画の点検についての審議の部分を終了したい

と思います。 

 お次は報告ですね。（２）の仁淀川水系における流域治水等の取り組み状況、そして、（３）今

後の進め方について、連続して事務局、お願いします。 

 

 （２）仁淀川水系における流域治水等の取り組み状況 

 

 （３）今後の進め方 

 

○事務局（藤坂） はい、調査課藤坂です。よろしくお願いします。 

 資料３説明いたします。１ページですけれども、仁淀川水系における気候変動による外力の増

大へ対応するために流域治水への転換を行います。過去にも説明してきたと思っていますので、

省略しながら説明したいと思いますが、左図が従来型の治水です。ハード整備によって治水安全

度を高めてまいりましたが、気候変動によって目標洪水の流量が増えるということになってきま

す。ハード整備を頑張っていきますけれども、限界がありますので、右側、流域治水という考え

方に基づいて、ハード整備を加速しますが、それに加えて、備えて住むだとか、安全に逃げると
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いう、地域での対策が必要になってきます。 

 ２ページ目ですけれども、仁淀川の目標、どんな洪水が発生しても犠牲者ゼロとなる状態を、

2040年ごろまでに目指すということをキーワードに対策を講じることになっております。 

 下の模式図でございますが、水色の部分が氾濫を減らすということで、主に河川管理者が行う

ハード対策になります。メリットとしましては効果は確実ですが、効果の出やすさは地形特性に

依存するだとか、予算制約等から比較的時間を要するというデメリットもあるということになり

ます。その間、左下、備えて住むということで、まちの耐水化を行うことが考えられます。効果

は確実ですけれども、まち全体が安全になるまでに、非常に長い時間を要する。住民の率先した

取り組みが必須であり、経済的な観点から進まない恐れもあるというメリット、デメリットがあ

ると。さらに右下、最後には安全に逃げるということで、避難をすることによって人命を守ると。

その３つの対策を組み合わせながら、犠牲者ゼロを目指していきたいと考えております。 

 ３ページですが、仁淀川水系流域治水の検討の流れとありますけれども、仁淀川の大きな支川

としましては、波介川、日下川と宇治川があります。氾濫域には新川川とありますけれども、こ

れらでソフト対策を進めております。 

 次の４ページ以降で、代表的なソフト対策の事例を紹介させていただきます。 

 ４ページ、いの町の立地適正化計画における居住誘導区域の設定についてということで、令和

５年２月28日に公表しましたが、立地適正化計画の策定を行いました。その中で、居住誘導区域

というものを設定することになっておりますけれども、上から２つ目の箱書きの中ですが、居住

誘導区域の検討における観点の赤文字のところ、対象区域における災害等に対する安全性という

のを踏まえて計画を立てていく必要があります。すなわち、水害リスクを踏まえた設定というも

のが求められるということになってます。 

 ここで課題ですけれども、黄色の着色のところ、いの町では中心市街地のほぼ全域で５ｍを超

える浸水が想定されている。仁淀川が氾濫した場合の家屋倒壊等氾濫想定区域には、既に多くの

主要施設が建ち並んでおり、高台移転も現実的ではないということで、左下に想定最大規模の浸

水想定区域図を載せておりますけれども、いの町全域が５ｍ以上の浸水になってしまって、居住

誘導をするにしても、どこに誘導すればいいのかという課題があるということでございます。 

 それに対しまして５ページ、このような考え方をすれば居住誘導できるのではないかというこ

とで、国交省といの町で検討した結果となります。緑色のところ、備えて住むと書いております

が、家屋の浸水状況を踏まえて、建物内の垂直避難が可能であれば居住誘導区域とする。加えて、

家屋の補強対策が可能であれば居住誘導区域とする。壊れ方を想定して、何か対策はできるので

あれば、その地域については、居住誘導区域にできるのではないかという考え方になってます。 

 さらに、下の黄色のところですが、安全に逃げると書いてますけれども、避難所の安全性や浸

水しない階での収容可能人数、徒歩での避難時間等を踏まえて、避難の実現性が高い範囲は居住

誘導区域とするということで、安全に逃げられるのであれば、浸水したとしても、そこは居住誘

導区域として設定できるのではないかという考え方でございます。 

 それらを組み合わせたのが、下の端の図になりますけれども、黒い実線が、当初いの町が理想

とする居住誘導区域です。そこの範囲の中で、さすがに全域はちょっと浸水のリスクが高いので

難しいんですけれども、備えて住む、安全に逃げるの考え方を踏まえると、黄緑の範囲であれば、

居住誘導区域として設定できるのではないかという考え方です。こういった考え方を、いの町の
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町内及び都市関係の部局に説明して、居住誘導区域として認められ、立地適正化計画が定められ

たということになります。流域治水の取り組み、いの町での取り組みの紹介でございました。 

 ６ページ、７ページが日高村の取り組みになります。日高村水害に強いまちづくり条例の概要

ということで、令和５年１月１日に施行されました。日高村につきましては、今日説明でもあり

ましたが、日下川放水路を新しく整備をしております。平成26年８月の台風12号というもので甚

大な被害が起こりましたので、国と県と村で、床上浸水に対する整備が行われてきましたが、そ

れに加えて日高村につきましては、被害が助長されないような規制を掛けております。 

 具体的にいいますと、下の図にありますけれども、床高規制ということで、許可制になります。

ある基準高を設けまして、その基準高以上に居室を設けないといけないという規制になります。 

 さらに７ページ、左下になりますが、洪水氾濫水の貯留を阻害する盛土等行為について制限し

ましょうということで、平成26年の氾濫域について、左下の図にありますけれども、浸水してし

まう場所に盛土をしてしまうと、今まで浸からなかったような家屋が浸かり始めるということに

なりますので、盛土の規制を行いましょうというのが左下です。 

 右下につきましては、雨水の地中への浸透を阻害する開発、舗装等の行為、浸透機能の保全を

行いましょうということです。上の図では降った雨が土中に浸透してゆっくり川に流れてくるは

ずだったものが、下の図、行為後は、土に舗装することによって、舗装から直接川に流れてきて

川が増水してしまうと。そういったことを規制しましょうということで、盛土行為と浸透阻害行

為につきましては、届け出制ということとなっておりまして、これらを日高村の中で条例をつく

って、きちんと規制をしていくという取り組みが始まっております。 

 続いて、８ページですが、ちょっと変わりますけれども、令和４年９月18日、19日の21時にか

けて、台風14号の危険度共有のための WEB 会議を開催いたしました。下のほうに数字いろいろ書

いておりますが、仁淀川と物部川で、過去に氾濫危険水位に達した雨と大渡ダムの放流量、物部

川だと永瀬ダムの放流量を書いてますが、雨が降った、あるいは大渡ダム放流量がどの程度の場

合に氾濫危険水位に達してましたという実績が集まってきました。仁淀川でいきますと、流域平

均雨量が250mm に近づいてくれば、下流の危険箇所の氾濫危険水位が超えてくるということが分

かり始めましたので、250mm に達した際には、関係者で危機感共有のための WEB 会議を開催する

という取り組みを行っております。 

 ということで、行政間ではございますけれども、きちんと連携を図りつつ、有事に備えた取り

組みを行っておりますという紹介でございます。 

 続いて、９ページ、10ページになりますが、多段階浸水想区域図、水害リスクマップを公表し

ております。これまで水防法に基づいて、想定最大降雨を対象とした洪水浸水想定区域図を公表

してまいりました。それに加えて今年度は９ページの左下になりますが、多段階の浸水想定区域

図ということで、100分の１、50分の１、30分の１、10分の１と書いてますが、高頻度での浸水

エリアを示す図を公表しております。それらを重ねたものが右側になりますが、水害リスクマッ

プということで、各規模ごとに、どこが浸水するのかというのが分かる図となっております。 

 これらをどう使い分けるかということを10ページに記載しておりますけれども、これまでに公

表してた想定最大規模の浸水想定区域図については左上にありますが、浸水する範囲が赤く塗ら

れておりますけれども、この区域の外に逃げれば命は助かる。あるいは、この浸水深以上逃げれ

ば命が助かるということで、命を守る観点では、これまでの浸水想定区域図が使えると考えてお
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りますけれども、右側、今年度公表した水害リスクマップにおきましては、今、住んでる方が、

どこに逃げればリスクが下がるのかというところが分かるような図面になっております。これに

ついては、土地利用やまちづくりとか、住んでいる方々に、その土地がどれくらいのリスクがあ

るのかというところを周知する。また、新しく家を建てる人、いの町の中で建てたいという方々

にとって、どこに建てればリスクが低いのかというのが分かる。あるいは、企業の BCP でも使え

ると思っておりますので、そういった図面を公表させていただいたということになります。 

 下半分につきましては、河川整備が進むにつれて、浸水がどう軽減されるのかというところも

お示しさせていただいてるという情報提供でございます。 

 続いて、11ページお願いいたします。仁淀川の令和４年度渇水の状況についてということで、

毎年のように発生する渇水とありますけれども、管理開始から36年間で33回、毎年のように取水

制限を実施しております。今年度も記録的な少雨でございまして、管理開始以来、最低の貯水率

13.4％を記録しました。貯水率下がってくるたびに、関係機関にお声掛けをさせていただきまし

て、渇水調整会議を開催し、その都度、節水を強化してまいりました。右下のグラフですけれど

も、何も対策を実施しなければ貯水率が12月４日には０％になったはずでしたが、節水を行うこ

とによって、何とか回避をしたということでございます。 

 その間、12ページになりますけれども、われわれとしましては、渇水時の水質、環境、生物等

の調査を実施しております。流量観測だとか水量の調査、あとは瀬切れが起こってないかどうか、

水質調査等々の調査を実施しておりましたので、その点につきまして、情報提供させていただき

ます。 

 最後13ページになりますけれども、高知海岸堤防の地震・津波対策が完成しましたというご報

告です。津波対策につきましては、ある一定規模の津波高を想定したハード整備を行います。仁

淀川、物部川の河川堤防につきましては、完成しておりましたので、高知海岸だけ残ることにな

っておりましたが、９月３日完成式典を迎えて、無事に高知河川国道事務所が所管する堤防につ

いては、津波対策が完了したということになりますので、ご報告させていただきます。 

 資料３は以上となります。 

 

引き続いて、資料４を説明させていただきます。今後の進め方、１ページですけれども、気候

変動を踏まえた計画へ見直しをしたいと考えております。水色のところですが、これまで、洪水、

内水氾濫、土砂災害、高潮、高波等を防御する計画は、過去の降雨、潮位などに基づいて作成し

てきました。今後は気候変動による降雨量の増加、潮位の上昇などを考慮したものに計画を見直

していきます。 

 具体的には下にありますけれども、気候変動シナリオ、２℃上昇した場合に、雨が約1.1倍に

なると言われてます。雨を1.1倍にしたときに洪水がどうなるのかということを計算して、それ

に対する計画を立てていくことになります。 

 続いて、２ページですけれども、上段につきましては、同じ話になりますが、左下に地域区分

ごとの降雨量変化倍率とありますが、地域によって、雨の降り方が異なってきます。四国地域に

つきましては、その他のところになりますが２℃上昇で雨が1.1倍になります。４℃上昇では1.2

倍になると言われてますので、これらを見据えて計画を変更していくということでございます。 

 ３ページお願いします。仁淀川流域の雨の降り方がどう変わっているかということをチェック
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しました。伊野地点上流の流域平均の年最大２日雨量は、1976から2010年の平均が288mm、2011

年から2020年までの平均が319mmとなっておりまして、約1.1倍に増加する傾向であることを確認

しましたので、先ほどの約1.1倍というのは、仁淀川についても当てはまるのかなというところ

が見て取れるということでございます。 

 ４ページをお願いいたします。棒グラフが３つありますけれども、右の端、現行基本方針と書

いておりますのが、仁淀川の将来計画の目標流量となっております。17,000m3/sの洪水を、洪水

調節施設によって3,000m3/s カットしまして、下流の河道で14,000m3/s 受け持ちましょうという

計画になっております。 

 これに対して、左の端の棒グラフが現行、昭和38年８月洪水と書いておりますけれども、河川

整備計画の目標となっております。今日点検していただいたメニューにつきましても、この河川

整備計画に位置付けられたメニューということになりますので、われわれが目標としてる計画が、

この現行計画ということになります。13,900m3/s に対しまして、洪水調節施設によって

1,000m3/s カットして、下流の河道で12,900m3/s 受け持ちましょうという計画になっております。 

 これを今後、気候変動の影響を考慮して、計画を見直さないといけないことになっております

が、雨が1.1倍になったときに、流量がどう変わるのかを計算しながら、その増えた流量に対し

て、上流のダムや遊水地等で、どれだけカットできて、下流の河道で、どれだけ受け持つかを検

討していかないといけないということです。 

 続いて、５ページですが、ここで、これまでに流域治水協議会等で出された主な意見を紹介さ

せていただきます。 

 青色で項目別にまとめておりますけれども、１つ目、仁淀川の目標に関する意見、①気候変動

に対応した計画に見直すべき。②八田堰上下流の目標流量を合わせて、上下流の治水バランスを

図ってほしい。 

 上流域の対策に関する意見ですが、③大渡ダムの放流機能アップ。④高知県区間の被害軽減の

ためにも遊水地の検討を進めてほしい。 

 本川の対策に関する意見ですが、⑤洪水時の水位を下げるための河道掘削を進めてほしい。⑥

では、いの町市街地の既設堤防の強化。⑦は日高村の神母樋門や堤防の一部低い箇所の補強。⑧

が土佐市の高岡地区の堤防補強などの意見が出ております。⑨につきましては、河道掘削した場

合に、堤内地下水の塩水化の影響についても考慮して進めてほしい。 

 支川の対策に関する意見ですが、⑩支川の気候変動の影響も検討し、治水計画に位置付けてほ

しい。⑪流域対策として田んぼダムの検討をしたいと考えている。 

 利水・環境・景観等に関する意見ですが、⑫八田堰がもたらしている自然環境や景観を損なわ

ずに、洪水処理能力を高められる技術的検討を進めてほしい。⑬仁淀川河口の汽水域環境の保全

対策について、将来計画を立てて取り組んでほしい。⑭河川整備の実施に当たっては、河川環境

に配慮する必要があるため、治水計画にしっかり記載し、工事に反映してほしいという、さまざ

まな意見をいただいております。 

 これを踏まえて６ページですが、今後、仁淀川水系流域治水プロジェクト等の見直しに当たっ

ての検討を進めていきたいと考えている論点をまとめております。 

 左の端の図が仁淀川の図になりまして、水色、現行目標と書いておりますけれども、上流の洪

水調節施設によって1,000m3/s カットして、河口のほうですが、12,900m3/s で河道整備を行うと
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いうことになっておりますけれども、今の計画が八田堰下流は12,900m3/sですが、八田堰上流は

11,000m3/sになっております。河川整備計画は20年から30年の計画になっておりまして、八田堰

上流の改築が、その年次には入ってこなかったということです。期間的な問題もありますし、あ

とは予算的なところもあったと思いますけれども、八田堰下流は12,900m3/sですが、八田堰と八

田堰上流につきましては、11,000m3/s 対応になってるということでございます。 

 右上の課題ですけれども、気候変動によるリスクですね、降雨量とか流量がどう変わるのかと

いう把握。本川だけではなく、支川や内水を含めた治水計画。河道、貯留施設、流域貯留のそれ

ぞれで、どこまで分担できるのか。あとは、八田堰上下流で目標流量が異なっているので、治水

バランスを確保しないといけない。ダム、遊水地、河道、横断工作物の改築が及ぼす影響の把握。

環境・利水・維持管理面を踏まえた実現性、経済性に加えてソフト対策を組み込んでいくという

ような課題があります。 

 下に、考えられるメニューとありますが、これは一般的に治水計画として考えられてるメニュ

ーでして、これらを仁淀川にどう当てはめていくのか、当てはめられるのかというところを検討

していきます。 

 既存ダムの再生、利水ダムの活用、新規ダム、遊水地や河道掘削です。あとは、流量を増やす

ために引堤をやる。引堤をやれば橋梁の改築だとか、あとは、堰の改築が必要になるかもしれな

いです。堤防強化、浸透、侵食対策と、下のほうにありますが流域対策です。雨水貯留施設だと

か田んぼダムがどれだけ効果があるのか。あとは、いの町で取り組んでまいりました立地適正化

計画を、他の市町で展開するのかどうか。特定都市河川の指定。避難場所の確保。 

 ここに出してる各対策について、実現性や効果を検証しまして、あるいは、その個々ではなく

て組み合わせをすることによって、どれだけの効果が出るのかというところを検討していかない

といけないということになります。これにつきましては、これから進めるということで、資料と

して、提示させていただきました。 

 説明としましては、以上です。 

 

○笹原議長 はい、ありがとうございました。そうしましたら、この資料３の流域治水等の取り

組み状況と、最後の資料４の今後の進め方について、何かご質問等々ございますでしょうか。 

 では、私から１つ。流域治水の取り組み状況のほうで、資料３ですね。資料３の４ページ、５

ページかな、いの町さんの、４、５ですね。いの町さんが居住誘導区域を定めているという話な

んですが、これは、特に何ていうのか、許可制度か、要はそういう強制力を持ったものではない

という理解でよろしいですか。 

○事務局（藤坂） そうですね、強制力といいますか、いの町が居住誘導区域として設定をする

ということになります。 

○笹原議長 これは、いの町さん公表される、ないしは公表された。 

○事務局（藤坂） ２月28日に公表されております。 

○笹原議長 そうすると、宅建、不動産、宅建等々の重要事項説明の対象じゃないですね。 

○事務局（藤坂） はい、対象ではありません。 

○笹原議長 分かりました。はい。 

 それと、この居住誘導区域の設定についての、技術的な細かい質問なんですが、例えば、上の
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備えて住むのところを見ると、要は、家が壊れなければ使ってもいいよっていうことですよね。

ですから、同じ区域でも、丈夫な家だったら住めますよということですよね。安全に逃げるのほ

うも、所要の時間内に避難所に行って逃げることができればいいよっていうことですよね。 

○事務局（藤坂） そこはですね、地区によって浸水深だとか、あとは流体力、仁淀川の氾濫に

よる流速等がだいたい決まってますので、その地区自体がこういった対策が可能なのかどうかっ

ていうエリアを区分してるということになりますので、家屋単体ではなくて、その地区が対策可

能な地区なのかどうかっていう観点で確認をしております。 

○笹原議長 えっと、安全に逃げるのほうは。 

○事務局（藤坂） 安全に逃げるのほうにつきましても同様にですね、避難場所をまず洗い出し

まして、その避難場所が浸水するのかどうか。浸水するのであれば、何階まで浸かるのかってい

うのを確認します。１階が浸かって２階が浸からないのであれば、その２階にどれだけの避難ス

ペースがあって、何人避難できるのかというところを検討して、そこに徒歩で逃げられる範囲内

の地区については、居住誘導区域として設定するということです。 

○笹原議長 そうなると、この安全に逃げる、つまり避難所に逃げるというところについては、

ある程度、地域で決まってくるというのは分かるんですが、上の備えて住むのほうですと、やっ

ぱり基本的に一軒一軒の話になりますよね。そうすると、区域、地域での指定って難しいんじゃ

ないかと思うんですが、その辺はどうやって解決してるんですか。 

○事務局（藤坂） そこの補強の技術的な知見というのは、今後にはなってはくるんですけれど

も、一般的な対策で補強してみて、耐えられる地域なのかどうかっていうところのエリアを選定

したということになります。 

○事務局（小林所長） 要は先生おっしゃるとおり、エリア指定しているので、そのエリアの中

には、現状の構造だと倒壊してしまいますっていう家も当然ありますけども、柱を太くするだと

か、筋交いでだとか、そういう対策を取れば倒壊免れますねということで、そういう対策を取っ

てもらうっていうことを前提に、居住誘導区域に入れてるということです。１年、２年では多分

それ難しいのは現実なんですけど、長い時間をかければ、必ずしも実現不可能ではないっていう

ことで、そういう対策を取っていくっていうことを前提に、エリアで居住誘導区域を設定してる

っていうことです。 

○笹原議長 分かりました。そうすると建物補強推進区域なわけですね。 

 他に何かご質問、ご意見等々ございますでしょうか。 

 一色委員、お願いします。 

○一色委員 １点だけ。資料４のですね、６ページの考えられるメニュー。この中に新規ダムと

いうのがあるんですが、これ現実的に可能なんですか。 

○笹原議長 事務局、お願いします。 

○事務局（藤坂） 今回、流域治水プロジェクトとかですね、河川整備計画のお話をさせていた

だきましたけれども、その中では新規ダムは、候補には上がってこないかとは思ってます。 

○一色委員 やはり、候補に上がらないものまで書かれるメニューには入れないほうがいいんじ

ゃないかと思います。 

○笹原議長 どうですかね。多分、むしろこれって考えられるメニューを全部書いて、今後の方

針を何ていうのか、これ議事録に残るな。今後の方針ぼやかしてるための書き方じゃないかと思
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うんですが、今のところ、そういうスタンスであるっていう理解でよろしいですか。 

○事務局（藤坂） そうです。候補はたくさんありますということをお示ししたかったというこ

とになります。 

○事務局（小林所長） なかなか、昨今新規のダムっていうのは、現実的には難しいとは思いま

すけど、少なくとも、今現行の河川整備基本方針の目標を達成するためには、新規ダムは必要で

すということで、既に計画にも実は位置付いてはいるんですね。今回、気候変動を踏まえて、整

備計画を見直しましょうというときに、じゃあ、その整備計画の目標をどこまで持っていくのか

っていうところによってくるとは思いますけども、例えば、単純に現行の河川整備計画で対象と

している雨量を1.1倍にしましょうという程度であれば、恐らく新規ダムは不要にはなってくる

のかなとは思いますけども、それが限りなく基本方針、今の基本方針を目指しますということで

あれば、新規ダムも入ってこざるを得ないというような状況です。 

○笹原議長 一色委員、いかがですか。 

○一色委員 理論的に可能性のある策を全部示したと理解しました。 

○笹原議長 むしろ、そういう検討状況だっていうことですね。ですから、ある意味、先の検討

がちょっと時間がかかりそうなというか、具体化するために、もう少し、流域治水のプロジェク

トの具体化に少し時間が、労力が必要ですよっていう理解をすべきだということになりますかね。 

○事務局（小林所長） あくまで、今回の資料は一般論として全て、ここに新規ダムに限らずで

すけども、一般論として考え得るメニューを全て記載しているっていうことです。 

○笹原議長 はい、そういうことだそうです。よろしいですか、一色委員。 

○一色委員 はい。 

○笹原議長 むしろ５ページのこの市町からの要望を見たほうが、これは大変だなと思いますね。

はい、分かりました。 

 他に何かご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

 はい、そうしましたら、そうですね、私どもとしては、河川整備計画を審議するというのがタ

スク、義務なんですけれど、この流域治水というところも横目でにらみながら、河川整備計画を

考えなければいけなくなるということで、この流域治水への取り組みっていうところも大事にな

ってくるかと思いますので、ぜひ、ご理解をいただきたいと思います。 

 はい、そうしましたら、以上で議事次第の２．３の議事終わりになりますが、何か最後、特段

お話をしていただく事項があれば、委員の先生方からお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

よろしいですか。 

 はい、そうしましたら、これで議事が終わりになりましたので、マイクを事務局にお返しした

いと思います。大谷副所長、お願いします。 

 

３．閉会 

 

○司会（大谷副所長） はい、ありがとうございました。笹原議長、長時間の進行、ありがとう

ございました。また、委員の皆さま、熱心なご意見、ご討議、誠にありがとうございました。 

 最後に高知河川国道事務所小林より、ごあいさつをお願いします。 

○事務局（小林所長） はい、本日は大変熱心なご議論、ありがとうございました。予定時間を
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超過してしまい、申し訳ございません。 

 今日、１点目の議事の河川整備計画の点検についての中で、河道掘削において、多様な生物の

生息環境に配慮するような計画をというお話もありましたし、その他にも、１つ１つ紹介すると、

かなり時間がかかってしまいますけども、さまざまな点において、引き続き情報提供をいただき

たいというご意見、その場を設けていただきたいというようなご意見もありましたので、ここは

しっかり対応していきたいと思います。 

 それから、高水敷造成のほうは、お示しした優先順位でご了解いただきましたので、そういっ

た形で今後進めていきたいなと思っております。 

 それから、最後の今後の進め方のところでございますけども、これまで、本川だけでなく支川

のほうにもかなり重点的に事業を実施しておりまして、特に大規模な事業であります日下川の新

規放水路が、来年度いよいよ完成ということもありますし、一方で、気候変動で全国的に洪水が

激甚化している、頻発化しているっていうこともありますので、こういったさまざまなタイミン

グ踏まえて、今後、仁淀川においても気候変動を踏まえた治水計画へと見直していきたいと思っ

ております。 

 今日は、特に中身の議論には踏み込んではいませんけども、これから事務局のほうでしっかり

検討をして、また、流域治水協議会もありますので、地元の実際の皆さんですとか関係者の皆さ

んとも相談しながら、計画をつくっていって、その上で、この学識者会議にも、当然ながら、専

門的な立場からご意見をいただきながら、新たな治水計画を作成していきたいと思いますので、

また、引き続きよろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○司会（大谷副所長） それでは、以上をもちまして、第16回仁淀川流域学識者会議を閉会いた

します。本日は誠にありがとうございました。 

（以上） 


